
運行管理規程
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第1章 　総則
（目的）
第１条　この規程は、運行管理者（以下「管理者」という。）が事業用自動車（以下「車両」という。）の運行の安全管理及び事業遂行に必要な運転者及び運転の補助に従事する従業員（以下「乗務員」という。）の指導監督についての職務並びに必要な権限について定め、もって安全運行の確立を図ることを目的とする。

（管理者の選任等）
　第２条　管理者の選任は、管理者資格者証の交付を受けた者のうちから別表に示す数に従い代表者が任命するものとする。
２　選任した管理者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して全員に周知徹底するものとする。
３　管理者を選任したとき及び選任に係る管理者を解任したときは、一週間以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長（以下、「運輸支局長等」という。）に届け出るものとする。
４　管理者を同一営業所に２名以上置く場合は、その業務を全般的に統括する管理者（以下「統括管理者」という。）を代表者が任命するものとする。
５　選任した統括管理者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して全員に周知徹底するものとする。
６　管理者の補助者を選任する場合は、管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから代表者が任命するものとする。
７　選任した補助者の氏名を社内の見易い箇所に掲示して周知徹底するものとする。

８　補助者の選任については、管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合に限り、同一事業者の他の営業所を兼務しても差し支えない。

　　ただし、その場合には、各営業所において、運行管理業務が適切に遂行できるよう運行管理規程に運行管理体制等について明記し、その体制を整えておくこととする。

（運行管理の組織）
　第３条　運行管理の組織は、次の各号に掲げる事項によるものとする。
(1) 管理者は、担当役員の指示により運行管理業務全般について処理するものとする。
(2) 統括管理者を選任する営業所にあっては、担当役員の指示その他により運行管理業務を統括するものとする。
(3) 統括管理者以外の管理者については、それぞれの職務分担を明確にしておくものとし、統括管理者の指示に従い、その業務を遂行するものとする。
(4) 補助者は、管理者の指示により運行管理業務の補助を行うものとする。
(5) 営業所と車庫が離れている場合は、管理者又は補助者が十分な管理を行える体制を樹立するものとする。
(6) 管理者は乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は補助者の指示を忠実に遵守させ、輸送の安全確保に努めさせなければならないものとする。
(7) 運行管理の指揮命令の系統は、別添組織図のとおりとするものとする。
（管理者及び補助者の勤務時間等）
　第４条　管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則によるものとする。ただし、車両の運行中は必ず管理者又は補助者は、営業所で執務していなければならないものとする。

　
 ２　管理者を同一営業所に２名以上置く場合は、その職務分担と勤務時間を明確にしなければならないものとする。

（管理者と補助者との関係）
　第５条　管理者は、補助者に対して補助させる運行管理業務の範囲及びその執行方法を明確に指示するものとする。
２　補助者は、管理者の指導及び監督のもとに、次の各号に掲げる事項について該当するおそれがあることが確認された場合には、ただちに管理者に報告し、運行の可否の決定等について指示を受け、その結果に基づき各運転者に対し指示するものとする。

(1) 運転者が酒気を帯びている

(2) 疾病、疲労その他の理由により安全運転をすることができない

(3) 無免許運転、大型自動車等無資格運転

(4) 過積載運行

(5) 最高速度違反行為

　３　管理者は、補助者の行った運行管理業務を把握し、その処理した事項の責任を負うものとする。
　４　管理者は、補助者に対する指導及び監督を行うものとする。
第２章　　権限及び職務
（権限）
　第６条　統括管理者は、本規程に定める運行管理を統括するものとする。
　２　管理者は、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
　３　管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を上司に助言することができるものとする。
　　上司は、管理者から助言があったときはこれを尊重するものとする。
（職務）
　第７条　管理者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第２０条に規定する事項及び本規程に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならないものとする。

（酒気を帯びた状態の乗務員の乗務禁止）
　第８条　管理者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。

第３章　　業務の処理基準

（選任運転者以外の乗務の禁止）
　第９条　管理者は、運転者として選任された者以外の者及び無資格者に車両を運転させてはならないものとする。

  ２　管理者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く）に車両を運転させてはならないものとする。
（運転者の確保）
　第10条　管理者は、安全運行を確保するために必要な員数の運転者を常に確保するよう努めるものとする。

　２　管理者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置するよう努めるものとする。

　３　管理者は、運転者の採用に関して人事担当者に協力するものとする。

（運転者台帳）
　第11条　管理者は、営業所に所属する運転者について、運転者ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運転者台帳を備え付け、運転者の実態の把握及び指導の際に活用するものとする。
(1) 作成番号及び作成年月日
(2) 事業者の氏名又は名称
(3) 運転者の氏名、生年月日及び住所
(4) 雇入れ年月日及び運転者に選任された年月日
(5) 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
1) 運転免許証の番号及び有効期限
2) 運転免許の年月日及び種類
3) 運転免許に条件が付されている場合は、その条件
(6) 事故（道路交通法第６７条第２項及び自動車事故報告規則第２条に規定する事故）を引き起こした場合又は道路交通法第１０８条の３４の規定による通知を受けた場合は、その概要
(7) 運転者の健康状態
(8) 第１４条第２項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
(9) 運転者の写真
　２　運転者が転任、退職、その他の理由により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載のうえ、３年間保存するものとする。

（事故の記録）
　第12条　管理者は、当該営業所に属する車両について事故が発生した場合には、これを適切に処理するとともに、次の各号に掲げる事項について記録し、事故の再発の防止を図り、運行管理上の問題点の改善及び運転者の指導監督に資するものとする。
(1) 乗務員の氏名
(2) 自動車登録番号その他、当該自動車を識別できる表示
(3) 事故の発生日時
(4) 事故の発生場所
(5) 事故の当事者（乗務員を除く。）の氏名
(6) 事故の概要（損害の程度を含む。）
(7) 事故の原因
(8) 再発防止対策
　２　事故の記録は、当該営業所において３年間保存するものとする。

（乗務員の服務規律の徹底）
　第13条　管理者は、運行の安全及び服務について、乗務員に対し機会があるごとに内容の徹底を図るものとする。

（乗務員の指導監督）
　第14条　管理者は、運転者に対し輸送の安全と過積載の防止及び荷主の利便確保のため誠実にその職務を遂行するよう絶えず指導監督するものとする。指導する場合は、国土交通大臣が告示で定めた「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（平成１３．８．２０付け国土交通省告示第１３６６号）に従い実施するものとする。

　２　死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者、運転者として新たに雇い入れた者及び高齢（６５歳）に達した者については、前項の国土交通大臣が告示で定めた指針に基づき、特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせるものとする。（ここでいう負傷者とは、自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号（入院１４日以上、医師の治療期間が３０日以上の傷害等）、第３号（入院１４日以上の傷害等）又は４号（医師の治療期間が１１日以上の傷害等）をいう。）
　３　管理者は乗務員に対して、非常信号用具及び消火器の取扱いについて適切な指導をするものとする。

　４　管理者は、乗務員に対して貨物の積載方法について次の各号に掲げる事項について適正な指導をするものとする。

(1) 偏荷重が生じないように積載すること

(2) 貨物が運搬中に荷崩れ等により車両から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること

５　管理者は、指導監督を行った日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、営業所において３年間保存しておくものとする。
（点呼の実施）
　第15条　管理者は、品位と規律を保ち、厳正な点呼を行うものとする。
　２　勤務その他の事情により管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された補助者が行うものとする。

　３　管理者は、点呼を行うべき総回数の１／３以上を実施するものとする。

４　管理者は、業務前点呼、中間点呼、及び業務後点呼において、運転者に対し酒気帯びの有無及び健康状態について報告を求め、運行の安全を確保するために必要な指示を行うものとする。

５　管理者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるもの）を営業所ごとに備え、点呼時において酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行い、次の各号に掲げる事項により常時有効に保持するものとする。

(1) アルコール検知器のメーカーが定めた取扱説明書に基づき、使用し、管理し、保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し故障していないものを使用すること

(2) 運転者の出発前に、アルコール検知器に電源が確実に入るか毎日確認すること

(3) 運転者の出発前に、アルコール検知器に損傷がないか毎日確認すること

(4) 確実に酒気を帯びていない者が、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知しないか毎日（少なくとも週１回以上）確認すること

(5) 洗口液、液体歯磨等アルコールを含有する液体又はこれを薄めたものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知するか毎日（少なくとも週１回以上）確認すること

（業務前点呼）
　第16条　管理者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、安全運行を確保するため、次の各号に掲げる事項により対面により業務前の点呼を行うものとする。
(1) 原則として、個人別に行うこと
(2) 出発の１０分程度前までに行うこと
(3) 営業所の定められた場所で行うこと
(4) 日常点検の結果に基づく運行の可否の確認をすること

(5) アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認し酒気帯びが確認された場合、又はその旨本人から申し出があった場合（アルコール検知器を使用した結果、支障がない場合を除く）には、代務運転者その他運転者に代えるなど適切な処置を講じ、その者を乗務させないこと
(6) 運転者からその日の心身状況を聴取し、並びに疾病、疲労、睡眠不足その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、かつ、服装を観察して服務の適否を決定すること

(7) 健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、代務運転者その他の運転者に代えるなど適切な処置を講じ、その者を乗務させないこと

(8) 運行する道路状況、天候、作業内容、本人の勤務状況及び生活状況等に照らして安全運行に必要な指示及び注意を行うこと

(9) 運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書その他業務上定められた帳票、必要な携行品、金銭等の有無を確認するとともに、業務の記録、運行指示書、運行記録紙等の用紙を運転者に渡すこと

(10) その他進行中、運行計画に変更が生じた場合などに報告させる事項を具体的に指示しておくこと

　２　管理者は、点呼の実施結果について、次の各号に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。
(1) 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
(2) 点呼日時
(3) 点呼の方法（対面、電話等の別）

(4) アルコール検知器の使用の有無

(5) 酒気帯びの有無
(6) 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
(7) 乗務する車両の登録番号又は識別できる記号（社内呼び記号）
(8) 日常点検の結果に基づく運行の可否の状況
(9) 指示事項
(10) その他必要な事項

（業務後点呼）
　第17条　管理者は、乗務を終了した運転者に対し、次の各号に掲げる事項により対面により業務後の点呼を行うものとする。
(1) 帰着後、速やかに行うこと
(2) 営業所の定められた場所で行うこと
(3) 車両、道路及び運行の状況について報告を受けること
(4) 安全運行を確保するため必要と認めた事項についての注意、指示の実施状況を確認すること
(5) 業務の記録及び運行記録紙その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを点検し収受すること
(6) 原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと
(7) 他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行の状況の通告について報告を求めること

　２　管理者は、点呼の実施結果について、次の各号に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。
(1) 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
(2) 点呼日時
(3) 点呼の方法（対面、電話等の別）
(4) 乗務した車両の登録番号又は識別できる記号（社内呼び記号）

(5) アルコール検知器の使用の有無

(6) 酒気帯びの有無
(7) 自動車、道路及び運行の状況
(8) 交替運転者に対する通告
(9) その他必要な事項

　３　管理者は、業務後の点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係のある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、特に異例な事項は上長に報告して確実に処理するものとする。

（行先地点呼）
　第18条　管理者は、乗務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、業務前又は業務後の点呼、報告及び指示を営業所で行えない場合は、電話その他の方法により行うものとする。

（中間点呼）
　第19条　管理者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも１回電話その他の方法により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、車両の運行の安全を確保するために必要な指示を行うものとする。
(1) アルコール検知器の使用の有無及び酒気帯びの有無

(2) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることが出来ないおそれの有無

２　管理者は、点呼の実施結果について、次の各号に掲げる事項を具体的に記録し、管理者が交替
　するときは引継ぎを確実に行うこと。

(1) 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
(2) 点呼日時
(3) 点呼の方法

(4) アルコール検知器の使用の有無

(5) 酒気帯びの有無
(6) 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
(7) 乗務する車両の登録番号又は識別できる記号（社内呼び記号）
(8) 指示事項
(9) その他必要な事項

（ＩＴ点呼）
　第20条　ＩＴ点呼を行う営業所ならびに安全性優良事業所としての認定を受けている営業所（以下「Ｇマーク営業所」という。）においては、次の各号に定めるところにより、営業所での管理者等との対面点呼に代えて、国土交通大臣が定めた機器を活用した点呼（以下「ＩＴ点呼」という。）を行うことができるものとする。
(1) ＩＴ点呼を実施する営業所は、当該営業所を管轄する運輸支局長等へ、ＩＴ点呼実施予定日の原則１０日前までに「ＩＴ点呼・遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書（新規）」を届出るものとする。
(2) 営業所間におけるＩＴ点呼を実施する時間は　　時　　分から　　時　　分とし、点呼執行者が不在の場合、これに代わり届出先の営業所において点呼を実施するものとする。ただし、営業所と当該営業所の車庫間でＩＴ点呼を実施する場合にあっては、その限りではない。
(3) 営業所間におけるＩＴ点呼を実施した場合、点呼記録簿に記録する内容について、ＩＴ点呼実施営業所及び被ＩＴ点呼実施営業所の双方で記録し、保存するものとする。
(4) 営業所間におけるＩＴ点呼を実施した営業所の管理者等は、点呼執行後速やか（原則、翌営業日以内。）に、その記録した内容を被ＩＴ点呼実施営業所の管理者等に通知し、通知を受けた当該営業所の管理者等は、「ＩＴ点呼実施営業所の名称」、「ＩＴ点呼実施者の名前及び通知の内容」を点呼記録簿に記録し、保存するものとする。
(5) 営業所間におけるＩＴ点呼を実施する場合、ＩＴ点呼実施営業所が適切な点呼を実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報をＩＴ点呼実施営業所の管理者等に伝達するものとする。
(6) 運輸支局長等へ届出た報告書の記載内容を変更しようとする場合、変更に先立ち「ＩＴ点呼・遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書（変更・終了）」を届出るものとする。
(7) ＩＴ点呼の実施を終了しようとする場合、遅滞なく、当該営業所を管轄する運輸支局長等に「ＩＴ点呼・遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書（変更・終了）」を届出るものとする。

(遠隔地ＩＴ点呼)
  第21条　２地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある自社内の一のＧマーク営業所に所属する運転者に対し、遠隔地で業務を開始又は終了する場合に、自社内の他のＧマーク営業所の管理者等がＩＴ点呼機器による点呼(以下「遠隔地ＩＴ点呼」という。)を次の各号に掲げる事項により行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

(1) 管理者等は、遠隔地ＩＴ点呼を行う営業所(以下「遠隔地ＩＴ点呼実施営業所」という。)
    又は当該営業所の車庫において、当該営業所で管理するＩＴ点呼機器を使用し遠隔地ＩＴ点
    呼を行うものとする。なお、遠隔地ＩＴ点呼の際、運転者の所属する営業所名及び運転者の
    遠隔地ＩＴ点呼実施場所を確認するものとする。
    (2) 運転者は、業務を開始若しくは終了しようとする地点又は、中間点呼を受けようとする地点
        において、遠隔地ＩＴ点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「被遠隔地ＩＴ点呼実施
        営業所」という。)で管理するＩＴ点呼機器を携行･使用し遠隔地ＩＴ点呼を受けるものとす
        る。ただし、同一事業者の他のＧマーク営業所又は当該営業所の車庫において、乗務を開始
        又は終了する場合又は、中間点呼を受けようとする場合において、当該営業所又は当該営業
        所の車庫に備えられたＩＴ点呼機器を用いて遠隔地ＩＴ点呼を受ける場合はこの限りでは
        ない。
    (3) 点呼は、運転者の所属する営業所の管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地
        ＩＴ点呼の実施は、１営業日のうち連続する１６時間以内とする。ただし、ＩＴ点呼を実施
        する場合にあっては、営業所間におけるＩＴ点呼の実施とあわせて１営業日のうち連続する
        １６時間以内とする。
    (4) 点呼簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存する。
    (5) 遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の管理者等は、点呼実施後、速やかに(原則、翌営業日以内とす
        る。)、その記録した内容を被遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の管理者等に通知し、通知を受け
        た当該管理者等は、遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の名称、点呼実施者の名前及び通知の内容を
        点呼簿へ記録し、保存すること。
    (6) 被遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の管理者等は、遠隔地ＩＴ点呼実施営業所において適切な点呼
        が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を遠隔地ＩＴ点呼実施営業所の管理者等
        に伝達する。
(7) 日常点検の結果に基づく運行の可否決定は、整備管理規定に基づいて行うこと。
    (8) 遠隔地ＩＴ点呼を実施しようとする場合には、遠隔地ＩＴ点呼実施営業所及び被遠隔地Ｉ
        Ｔ点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、遠隔地ＩＴ点呼実施予定日の原則１０日前ま
        でに「ＩＴ点呼･遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書(新規)」を提出すること。
    (9) 提出した報告書の記載内容を変更しようとする場合には、変更の実施に先立ち、当該営業
        所を管轄する運輸支局長等に「ＩＴ点呼･遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書(変更･終了)」を提出
        すること。
    (10) 遠隔地ＩＴ点呼の実施を終了しようとする場合には、遅滞なく、当該営業所を管轄する運
         輸支局長等に「ＩＴ点呼･遠隔地ＩＴ点呼に係る報告書(変更･終了)」を提出すること。

(他営業所点呼)　 
　第22条　２地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある自社内の一のＧマーク営業所に所属する運転者に対し、自社内の他のＧマーク営業所の管理者等が対面による点呼(以下「他営業所点呼」という。)を次の各号に掲げる事項により行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

　(1) 点呼簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存する。
　(2) 同一事業者の他営業所の点呼を行う営業所(以下「他営業所点呼実施営業所」という。)の
      管理者等は、点呼実施後、速やかに(原則、翌営業日以内とする。)、その記録した内
      容を運転者が所属する営業所の管理者等に通知し、通知を受けた営業所の管理者等は、
      他営業所点呼実施者の名前、実施営業所の名称及び通知内容を点呼簿へ記録し、保存する。
　(3) 他営業所点呼を受ける運転者が所属する営業所の管理者等は、他営業所点呼実施営業所に
      おいて適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を他営業所点呼実施
      営業所の管理者等に伝達する。
　(4) 日常点検の結果に基づく運行の可否決定は、整備管理規定に基づいて行うこと。
　(5) 当該運転者の酒気帯びの有無を確認する場合、他営業所点呼実施営業所に備えられたアル
      コール検知器は、常時設置されており、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能
      を有するものに限られる。
(他グループ営業所点呼)
第23条　同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。
  株式保有率は５０％以上)が、当該敷地内の一のＧマーク営業所の管理者等により、閑散時間帯(連
  続する８時間内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を次の各号に掲げる事項
  により行った場合は、当該運転者が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えるこ
  とができる。

(1) 点呼簿に記録する内容を、双方の営業所で記録し、保存する。
(2) グループ企業の他営業所の点呼を行う営業所(以下「他グループ営業所点呼実施営業所」と
　　いう。)の管理者等は、点呼実施後、速やかに(原則、翌営業日以内とする。)、その記録し
　　た内容を運転者が所属する営業所の管理者等に通知し、通知を受けた営業所の管理者等は、
　　他グループ営業所点呼実施営業所の点呼実施者の名前、点呼実施営業所の名称及び通知内容
　　を点呼簿へ記録し、保存すること。
(3) 他グループ営業所点呼を受ける運転者が所属する営業所の管理者等は、他グループ営業所点
呼実施営業所において適切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を他グ
 　 ループ営業所点呼実施営業所の管理者等に伝達しなければならない。
(4) 日常点検の結果に基づく運行の可否決定は、整備管理規定に基づき行う。
(5) 他グループ営業所点呼を実施しようとする事業者及び他グループ営業所点呼を受けようと
　　する事業者には、当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点
　　呼の実施予定日の原則１０日前までに「グループ企業間の対面による点呼に係る報告書(新
　　規)」を提出すること。なお、報告書には、他グループ営業所点呼実施営業所と他グループ
　　営業所点呼を受ける営業所は、資本関係があるグループ企業であることを示す書類及び双
　　方の営業所の位置を示す図面を添付しなければならない。
(6) 提出した報告書の記載内容を変更しようとする場合には、変更の実施に先立ち、当該営業
　　所を管轄する運輸支局長等に「グループ企業間での対面による点呼に係る報告書 (変更･終
　　了)」を提出する。
(7) 当該点呼の実施を終了しようとする場合には、遅滞なく、当該営業所を管轄する運輸支局
長等に「グループ企業間での対面による点呼に係る報告書 (変更･終了)」を提出すること。
（遠隔点呼）
第24条　自社内の営業所において、「対面点呼による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示」による機器（以下、「遠隔点呼機器」という。）を用い、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で点呼（以下、「遠隔点呼」という。）を実施できるものとする。　
２　第１項により「遠隔点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
(1) 遠隔点呼実施営業所および被遠隔点呼実施営業所等には「遠隔点呼機器」を設置する。
(2) 遠隔点呼を行う管理者等は、地理情報及び道路交通情報等、事業用自動車の運行の業務を遂
　  行するために必要な情報を有すること。
(3) 遠隔点呼を行う管理者等は、面識のない運転者等に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ
    当該運転者等と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談す
    る機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。
イ) 運転者等の顔の表情   

ロ) 運転者にあっては、健康状態
ハ) 運転者にあっては、適性診断の受診の結果
ニ) その他遠隔点呼を実施するために必要な事項

(4) 遠隔点呼を行う管理者等は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の事業用自動車の位置の
    把握に努める。
(5) 遠隔点呼を行う管理者等は、遠隔点呼を受ける運転者等の携行品の保持状況又は返却状況を
    確認する。
(6) 遠隔点呼を行う管理者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができない
    と判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の管理者等に連絡すること。
(7) 管理者等は、遠隔点呼実施営業所の「遠隔点呼機器」を使用し、「遠隔点呼」を行う。
        なお、「遠隔点呼」の際、運転者の所属する営業所名および運転者の「遠隔点呼」実施場所
        を確認する。
     (8) 事業者は、遠隔点呼を行う管理者が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと
        判断した運転者等の属する営業所において代替措置を講じることができる体制を整えること。
(9) 遠隔点呼機器の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、遠隔点呼
    を受ける運転者等の属する営業所の管理者等による対面点呼その他の当該営業所で実施が認
    められている点呼を行うことができる体制を整えること。
　　 (10) 完全子会社等との間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じ、事業者及び完全子会社等の間に
　　おいて、遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結する。
　　　  (11) 事業者は、管理者等及び運転者等（以下この号において「対象者」という）の識別に必要
            な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ
            対象者から同意を得ること。
  (12) 事業者は、遠隔点呼の実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記し、
       管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
              (13) 遠隔点呼を行う管理者等は、運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合
    所、宿泊施設その他これらに類する場所にいる運転者等に対して遠隔点呼を行うときは、
    あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で遠隔点呼を受けていること
       を、映像により確認する。
  　   (14) 運転者は、被「遠隔点呼」実施営業所または当該営業所の車庫において、「遠隔点呼機器」
       を使用し「遠隔点呼」を受けること。
       (15) 点呼の内容は、通常行う点呼（第１５条～第１７条および第１９条）に準じて実施する。
   (16) 点呼記録簿に記載する内容を、双方の営業所で記録し保存する。
  　　　　　    (17) 被「遠隔点呼」実施営業所の管理者は、「遠隔点呼」実施営業所において本規程で定める適
                  　切な点呼が実施できるよう、あらかじめ、点呼に必要な情報を「遠隔点呼」実施営業所の管
     理者に伝達する。
３ 「遠隔点呼」を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、「遠隔点呼」
実施営業所および被「遠隔点呼」実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した
届出書を提出していること。これを変更しようとするときは同様に１０日前までに、または終了しよ
うとするときには遅滞なく、届出書を提出すること。
（受委託点呼）
※事業者間で定めた「管理の実施方法の細目」に則って規程してください。

　第25条　輸送の安全に関する業務の管理の受委託に関し、国土交通大臣(地方運輸局長)の許可を
    受けて行う業務であり、受委託点呼の対象業務は以下の４つである。
 (1) 業務前点呼
 (2) 業務後点呼
 (3) アルコール検知器の備え付け、常時有効保持及び活用
 (4) 点呼の実施記録及び保存
　  また、受委託点呼を行う際は、受託者、委託者において契約を締結しなければならない。
２　第１項により「受委託点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとす
  る。
 (1) 委託営業所で実施できる点呼の時間は、　　時　　分から　　時　　分である。
 (2) 受委託点呼の実施場所は、受託営業所又は受託営業所の車庫である。
 (3) 委託営業所は、受託営業所に対し、あらかじめ運転者の名簿、運転者台帳の写し、直近の健
     康診断結果の概要･病歴･服用している薬、自動車の点検整備の状況が分かる書類、緊急連絡
     体制やその他必要と認める書類を提出すること。
(4) 業務前の受委託点呼実施時、被受委託点呼運転者は、前日からの休息期間等、労働時間が分
     かる書類、点呼当日の運行計画に係る書類、運転免許証、乗務する自動車の自動車検査証や
     自賠責証等日常点検表結果の状況を点呼実施者に提示すること。
(5) 業務後の被受委託点呼運転者は、受委託点呼実施者に対し、点呼の実施について必要な事項
    の報告を行うこと。
(6) 業務の記録については、委託営業所の管理者が、被受委託点呼運転者に記録させ、及び当該
    記録を保存すること。
(7) 受委託点呼の結果については、受託営業所において、点呼の実施記録を作成及び保存すると
    ともに、速やかに当該記録の写しを委託営業所に提出すること。受託営業所から提出された
    点呼の実施記録の写しは、委託営業所において１年間保存するとともに、委託営業所が管理
    する同日の点呼の実施記録に、受委託点呼の状況が分かるよう所要の記載を行うこと。
（自動点呼）
第26条　自社内の営業所又は当該営業所の車庫において、「対面点呼による点呼と同等の効果を
  有するものとして国土交通大臣が定める告示」による機器（以下、「自動点呼機器」という。）を用い、当該営業所に所属する運転者等に点呼（以下、「自動点呼」という。）を実施できるものとする。　

２　第１項により「自動点呼」を実施する場合には、次の各号について確実に実施するものとする。
(1) 自動点呼実施営業所又は車庫等には「自動点呼機器」を設置すること。
(2) 当該営業所に所属する運転者は、自動点呼実施営業所又は車庫の「自動点呼機器」を使用し、
「自動点呼」をうけること。
(3) 点呼の内容は、通常行う点呼（第１５条～第１７条および第１９条）に準じて実施すること。
(4) 点呼記録簿に記載する内容を、当該営業所で記録し保存すること。
(5) 「自動点呼機器」の使用方法、故障時の対応等について、管理者等、運転者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
(6) 「自動点呼機器」を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
(7) 管理者等は、運転者ごとの「自動点呼」の実施予定及び実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
(8) 「自動点呼」を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても「自動点呼」が完了しない場合には、管理者等が適切な措置を講じること。
(9) 運転者が携行品を確実に返却したことを確認すること。
(10) 管理者等に対し早急に報告する必要がある事項については、「自動点呼」の実施にかかわらず、運転者から管理者等に対し速やかに報告すること。
(11) 運転者が酒気を帯びていることが確認された場合には、管理者等が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じること。
(12)「自動点呼機器」の故障等により「自動点呼」を行うことが困難となった場合に、「自動点呼」をうける運転者が所属する営業所の管理者等による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行うこと。
(13) 当該営業所に所属する運転者の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ対象運転者の同意を得ること。
 3　「自動点呼」を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、「自動点呼」実施営業所を管轄する運輸支局長に対して、必要な事項を記録した届出書を提出していること。これを変更しようとするときは変更の実施に先立ち、又は終了しようとするときには遅滞なく、届出書を提出すること。
（点呼記録の保存）
　第27条　管理者は、点呼の実施結果の記録を、記載の日から１年間保存しておくものとする。

（過労防止の措置）
　第28条　管理者は、常に乗務員の健康状態、作業状態を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、これに基づき車両に乗務させるものとする。
なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分確保されるものであり、国土交通大臣が告示で定める基準（平成１３．８．２０付け告示第１３６５号）に適合するものでなければならないものとする。
　
２　管理者は、乗務員の休憩、睡眠に必要な休養施設を管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保っておくものとする。
　３　管理者は、健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足、飲酒、酒気帯び、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり等により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を車両に乗務させてはならないものとする。

　４　管理者は、長距離輸送、夜間運行等のため交替する運転者の乗務に係る道路及び運行の状況について通告し、配置を指定したときは、運転者に対して運転を交替する場所又は時間を具体的に指示するものとする。なお、交替運転者の配置は別に定めるものとする。
　５　管理者は、乗務員に対して会社の定める運行途中の休憩、睡眠等の場所及びそれぞれの時間を指示するものとする。

　６　特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者の管理者は、起点から終点までの距離が１００キロメートルを超える運行系統ごとに、あらかじめ調査を行い、過労防止を勘案して次の各号に掲げる事項を内容とした乗務に関する基準（以下「乗務基準」という。）を定め、かつ、乗務基準の遵守について乗務員に対する適切な指導監督をするものとする。
(1) 主な地点間の運転時間及び平均速度
(2) 休憩又は睡眠をする地点及び時間
(3) 交替運転者を配置したときはその交替する地点及び時間
                ７　運転者が「一の運行」(所属営業所を出庫してから、また所属営業所に帰庫するまで)における
　　　　　　　　　最初の勤務を開始して最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、フェリーに乗船した場合の休
　　　　　　　　　息期間を除く。)は１４４時間を超えないこと。

（業務の記録）
　第29条　管理者は業務前点呼の際に運転者に対して、業務の記録のための用紙を交付し、次の各号に掲げる事項を記録させ、業務後点呼の際にこれを提出させるものとする。ただし、特別積合せ貨物運送の場合であって乗務基準のとおり運行した場合は、（３）から（５）については、乗務基準どおりに運行した旨を記入すればよいものとする。
(1) 運転者の氏名
(2) 乗務した車両の登録番号又は識別できる記号（社内呼び記号等）
(3) 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
(4) 運転を交替した場合は、その地点及び日時

(5) 休憩又は睡眠をした場合は、その地点及び日時
　　(6) 車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の車両に乗務した場合は、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等

　  (7) 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という。）における到着
        日時から出発日時までの時間のうち、業務（荷積み、荷下ろし、附帯作業など）及び休憩に
        係る時間を控除した時間が３０分以上の場合にあっては、次に掲げる事項

・集貨地点等

・集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時

・集貨地点等に到着した日時

・集貨地点等における積込み又は取卸し(以下「荷役作業」という。)の開始及び終了の日時

・集貨地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務（以下「附
  帯業務」という。）を実施した場合にあっては、附帯業務の開始及び終了の日時

・集貨地点等から出発した日時

(8) 集貨地点等で、荷役作業又は附帯業務（以下「荷役作業等」という。）を実施した場合（荷
    主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合にあっては、当該荷役作業
    等に要した時間が１時間以上である場合に限る。）にあっては、次に掲げる事項（(7)に該当
    する場合にあっては、「集貨地点等」・「荷役作業等の開始及び終了の日時」を除く。）

・集貨地点等

・荷役作業等の開始及び終了の日時

・荷役作業等の内容

・「集貨地点等」、「荷役作業等の開始及び終了の日時」、「荷役作業等の内容」について荷主の
  確認が得られた場合にあっては、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなか
  った場合にあっては、その旨

(9) 道路交通法第６７条第２項に規定する交通事故もしくは自動車事故報告規則第２条に規
  定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合には、その概要及び
  原因

(10) 運行の途中において、運行指示書の携行が必要な乗務を行うことになった場合には、その指
　　示内容

　２　管理者は、前項の記録（以下「業務の記録」という。）の内容を検討し、運転者に対し必要な指導を行うものとする。
　３　運行途中において、運行指示書の携行が必要な運行形態を行うことになった場合には、その指示内容（日時・場所・指示者名等）を業務の記録に記録させるものとする。
　４　管理者は、業務の記録を記録の日から１年間保存しておくものとする。

（運行記録計による記録）
第30条　次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を、道路運送車両の保安基準第４８条の２第２項の基準に適合する運行記録計により記録するものとする。
(1) 車両総重量が７トン以上又は最大積載量が４トン以上の普通自動車である事業用自動車

(2) 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自
    動車
(3) 前２号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用
    自動車

２　管理者は、前項各号に規定する車両に運転者が乗務する場合は、業務前点呼の際に前条の業務の記録の用紙のほか、運行記録計の記録用紙（以下「記録用紙」という。）を交付し、業務後点呼の際に記録した用紙を提出させるものとする。

３　記録用紙の着脱は運転者が行い、管理者はこれを管理するものとする。

４　管理者は、法令により運行記録計による記録が義務付けられている車両であって、記録計の故障により記録ができない車両を運行させてはならないものとする。
５　記録用紙には、自動記録のほか、次の各号に掲げる事項を記入させることとする。

(1) 運転者の氏名

(2) 車両の登録番号又は識別できる記号

(3) 乗務の開始及び終了年月日

(4) その他必要事項

６　運行記録計の時計の調整は、出庫前の日常点検の際に運転者が行うものとする。

７　管理者は記録紙により運行状況を確認し輸送の安全に関し、注意を要する者については、当該運転者に対して、自らその記録を確認させ、適切な運行を確保するよう具体的な指導に努め、指導した事項を明記しておくこととする。

８　管理者は、記録状況又は運転者の報告により、常に記録が正しくされるよう留意するとともに、故障又は精度不良の場合は、直ちに整備管理者に連絡し、整備するものとする。　
９　管理者は、記録用紙を記録の日から１年間保存しておくものとする。

（運行指示書による指示等）
　第31条　管理者は、業務前及び業務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務の運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを運転者に携行させるものとする。
(1) 運行の開始及び終了の地点及び日時
(2) 乗務員の氏名
(3) 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
(4) 運行に際して注意を要する箇所の位置

(5) 乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。）
(6) 乗務員の運転又は業務の交替の地点（運転又は業務の交替がある場合に限る。）
(7) その他運行の安全を確保するために必要な事項
２　管理者は、前項に規定する運行の途中において、同項第１号又は第３号に掲げる事項に変更が
    生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容（当該変更に伴い、同項第４号から第７号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。）を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させるものとする。
　３　管理者は、第１項に規定する運行以外の運行の途中において、運転者に貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第３項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第１項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行うものとする。
　４　管理者は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から１年間保存するものとする。

（事故発生時の措置）
　第32条　管理者は、乗務員に対して車両の運行中事故が発生した場合に対処するため、次の各号に掲げる事項について、周知徹底しておくものとする。
(1) 負傷者のあるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること
(2) 事故の拡大防止の措置を講ずること
(3) 警察官に報告し、指示を受けること
(4) 管理者に緊急連絡し、指示を受けること
　２　管理者は、運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次の各号に掲げる事項により措置するものとする。
(1) 直ちに事故の続発の防止、負傷者の救護等必要な措置を講ずるよう指示すること
(2) 軽微な事故を除き、現場に急行する等発生状況及び原因等を調査すること
(3) できる限り目撃者、相手方の意見を聴取すること
(4) 現場において貨物の運送の継続又は返送の措置をするとともに、代替輸送が必要なときは、その措置を講ずること
(5) 貨物の保全を期すること
(6) 重大な事故のときは直ちに上長に報告し、その措置について指示を受けること
(7) 関係者と折衝し、以降の処置について打ち合わせること
　３　管理者は、前項各号の措置を速やかに講ずるために、事故発生の場所に最も近い営業所に応援を求めることができるものとする。

　４　管理者は、事故発生の都度、自動車事故報告規則に基づく事故に該当する場合は３０日以内に事故報告するものとする。また、速報に該当するものは２４時間以内に事故速報を電話等により運輸支局長等に対して行うものとする。

（事故防止対策）
　第33条　管理者は、事故防止対策を講ずるために、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事故（軽微な事故を含む。）については、その内容、原因等を記録して資料（カラー写真等）を整理しておくこと
(2) 道路、交通、事故状況等に関する情報（ラジオ、テレビによる情報、事故統計、事故警報その他）を整理し、速やかに事故防止対策を樹立するものとする
(3) 管理者は乗務員等に対して、自動車事故報告規則第５条の事故警報が発令された場合には、その警報による事故防止対策の措置を講じること

（異常気象時等の措置）
　第34条　管理者は、異常気象時等について、次の各号に掲げる事項に留意し、万全の対策を講ずるものとする。
(1) 降雨、降雪、凍結等により安全運行の確保に支障が生ずるおそれのある場合に対処するための具体的な措置要領を定め、乗務員に徹底しておくこと

(2) 気象状況、道路状況を迅速、確実に把握できるよう気象台、警察、消防機関等との連絡体制を確立しておくこと
(3) ラジオ、テレビ等の気象情報に常に注意し、状況により運行の継続、待機、中止等、所定の措置を講ずること
(4) 運行車両との緊急連絡体制を確立しておくこと
(5) 雪道を走行するおそれがある場合においては、日常点検の際に整備管理者等によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤメーカーの推奨する使用限度を超えていないこと等が確認されていることや滑り止めの措置が講じられていることの確認を行うこと
（研修）
　第35条　管理者及び補助者は、その職務遂行上、必要な知識及び実務について、国土交通大臣が認定した基礎講習又は、一般講習及び社内研修を受けなければならない。
　２　管理者及び補助者は、日常の職務に必要な次の各号に掲げる事項の知識、技能の修得に努めなければならない。
(1) 車両の運転に関すること
(2) 車両の構造・装置及び取扱い等に関すること
(3) 貨物の積載及び固縛方法等に関すること

(4) 積載物品の性状、特に、危険・有害物の物理・化学的性状及び取扱い等に関すること
(5) 運転者の健康管理に関すること
(6) 事故の場合の応急救助、二次事故の防止措置に関すること
(7) 道路の構造及び簡単な地質、地盤の強度に関すること
(8) 運行計画作成の知識、技能に関すること
(9) 気象情報に関すること
                 (10) 非常信号用具、消火器等車両の備え付け器具の取扱いに関すること
(11) 運転者の運転適性診断に関すること
(12) 道路交通関係の法令に関すること
(13) 自動車損害賠償責任保険に関すること
(14) その他必要な知識（関係法令等）

（危険物等の輸送上の措置）
　第36条　管理者は、輸送貨物が危険・有害物、放射性物質等である場合には、関係法令等によるほか、次の各号に掲げる事項により事故防止の措置を講ずるものとする。
(1) 乗務員は危険物等の取扱いの資格のある者のうちから割当て、出発前に経路、積載量、積載方法及び運行速度等について安全運行を考慮のうえ注意を与え、当該積載物の取扱方法等を記載した書類がある場合にはこれを携行させること
(2) 配車に当たっては整備管理者に連絡をとり、車両構造が道路運送車両の保安基準等の規定に適合しているか否かを確認するほか、輸送上の危険防止の措置を講ずること
（保安基準緩和車両等の運行上の措置）
第37条　管理者は、保安基準緩和認定車両及び制限外積載許可車両の運行については、次の各号に掲げる事項について措置を講ずること
(1) 運行に際しては、必要に応じて関係官公庁の許可を受けるとともに、運行に際して条件が付
    されている場合は、これを遵守するよう指示すること
(2) 前号の許可を受けた運行経路、運行時間、速度制限等を指示すること
(3) 運行経路にあるトンネル、橋、ガード等の構造及び重量、高さの限界等を事前に調査し、安
    全運行に関する措置を講ずるとともに、これを指示すること

（運転者及び車両移動の弾力化に係る扱い方）
第3８条　一般貨物自動車運送事業者が、一定期間に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、以下の運用方針により行うものとする。なお、当該事業用自動車については移動元営業所に配置されているものとし、増減車に係る事業計画の変更の届出は不要とする。また、移動先営業所が不利益処分により事業計画の拡大ができない期間においては、弾力化を行うことができないものとする。
（運用方針）
　(1) 移動を実施する場合は、３０日以内を「一定期間」とし、３０日を超える連続適応は認めない。また、実施する上限を年間１２０日間とする。
　(2) 同時に同一営業所から移動する運転者数及び車両数の合計は、移動元営業所の選任運転者数及び配置車両数のそれぞれ５割を超えないこと。
　(3) 移動元営業所から移動した運転者（以下「移動運転者」という。）及び移動車両に係る必要な情報（運転者台帳、指導及び監督に関する記録、健康状態に関する記録、点呼・運転日報・運行記録計の記録、車検証、点検整備記録を含む）が、移動時に移動先営業所に共有されていること
　(４)「運行管理」は、原則、移動元営業所で行うものとするが、移動先営業所において運行管理業務の履行補助（点呼等）を行うことを認める。後者の場合、移動先営業所は、その状況についてその都度電磁的記録により移動元営業所に共有すること。また、対面によらない点呼を行う場合は、貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸令第２２号）及び「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示（令和５年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という）」に則り点呼を実施すること。なお、移動にあたり留意事項を以下①～②に示す。
　　　① 移動運転者が移動先営業所の管理下化での運行に係る主な道路の状況及び交通の状況を十分に把握できていない可能性がある場合にあたっては、必要に応じて当該状況を移動元営業所と移動先営業所の間で共有し、安全運転に留意すべき事項を事前に指導する。
② 移動運転者が移動先営業所の運行管理者または補助者と対面又は点呼告示において規定する方法で点呼を実施した場合は、移動元営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとし、貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について（平成６年３月２９日付け国自貨第２７８号、国自安第180号、国自整第281号）第18条5項の規定に準じて行うものとする。
　(5) 異動車両の状況を容易に把握できるよう、移動期間及び移動車両を特定する情報（自動車登録番号等）を関係する営業所において直近１年間保存すること。
　(6) 移動運転者に関する運行管理の責任は移動元営業所が負うものとする。
第４章　　附則及び別表等

（実施の期日）
　附則
　本規程は、　　　　年　　月　　日から実施する。
（別表）
　管理者の選任者数（第２条関係）
	事業用自動車の車両数（被けん引車を除く）
	管理者数

	　　２９両まで
	１人

	３０両　～　　５９両
	２人

	　　６０両　～　　８９両
	３人

	　　９０両　～　１１９両
	４人

	　１２０両　～　１４９両
	５人

	　１５０両　～　１７９両
	６人

	　１８０両　～　２０９両
	７人

	　２１０両　～　２３９両
	８人


以下、車両数が３０両増すごとに、管理者１名を加算する。

（注）専ら霊柩自動車の運行を管理する営業所または一般廃棄物の収集のために使用さ
　　れる自動車を管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域に
　　存する営業所など地方運輸局長が認めて公示した営業所については、保有車両数が
　　５両未満である場合、引き続き、管理者を選任する義務はありません。
（注）急便業者が行う急便輸送に係る自動車の運行を管理する営業所など、許可等にあ
　　たりその業務の範囲を限定して行われている営業所について、地方運輸局等の管内
　　における当該運送形態に係る事業の特殊性を考慮し、事業実態、運送状況、輸送の
　　安全確保体制等について確認のうえ、事業用自動車の運行の安全確保に支障を生ず
　　るおそれがないと認められる場合には、管理者を選任する義務はありません。

（別添）　運行管理の組織図（第３条関係）
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